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新型コロナウイルス感染症に関する 
各種支援制度（概要）

発行：日光市新型コロナウイルス対策センター　☎0288-21-5154
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　新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度につきましては、昨年３月にみどり色のチラシでお知らせしたと
ころですが、このたび、新たに実施する支援策も含め、個人向け、事業者向けの支援について、その概要をお知らせ
します。

個人向け支援
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金

住居確保給付金

離職や廃業または、本人の都合によらない就業機会などの
減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方を
対象に家賃相当分の給付金を支給します。
支�給額…月収が基準額以下の方に家賃額（住宅扶助特別基準
額を上限とする）
支給期間…原則３カ月

社会福祉課
生活相談支援センター
☎0288-25-3109

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

社会福祉協議会で行っている緊急小口資金や総合支援資金
等の貸付けが終了してもなお生活に困窮している世帯のう
ち、一定の要件を満たす世帯に支援金を支給します。
支給対象世帯…
・緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・�総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯／令和４年３
月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・�総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに
至らなかった世帯
・�緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終
わった世帯／令和４年３月までに借り終わる世帯
支�給額…単身世帯…月６万円／２人世帯…月８万円／３人
世帯以上…月10万円
支給期間…３カ月間
申請期限…令和４年３月末日まで

社会福祉課
生活相談支援センター
☎0288-25-3109

子育て世帯への臨時特別給
付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支
援します。
支給対象…
　①�18歳未満（平成15年４月２日～令和４年３月31日生ま

れ）の児童を養育する世帯
　※�支給対象のお子さんがいるのにお知らせが届かない場

合や、養育者が対象児童と同居していない場合はご連
絡ください

　②９月以降に離婚して給付金を受け取ることができない
　　ひとり親家庭
支給額…児童１人につき10万円
申請期限…①令和４年３月31日／②令和４年４月30日

子育て支援課
子育て給付係
☎0288-21-5101
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個人向け支援（続き）
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金

住民税非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイル
ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援します。
支�給対象世帯…世帯全員の令和３年度住民税の均等割が非
課税または、令和３年１月以降の収入が減少し、住民税
非課税世帯相当となった世帯（家計急変世帯）
支給額…１世帯あたり100,000円
支�給時期…住民税の均等割が非課税の世帯は確認書提出後
２週間前後、家計急変世帯は申請書提出後４週間前後
　※家計急変世帯の申請受付は３月中旬以降に開始予定
受付期間…令和４年９月30日まで

臨時特別給付金コール
センター（通話料無料）
☎0800-800-8331
午前９時～午後５時
（土曜・日曜、祝日除く）

社会福祉課
社会福祉係
☎0288-25-3064

休
業
支
援

＜国・厚生労働省＞
新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給
付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労
働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかっ
た労働者に対し、支援金・給付金を支給します。
支給額…休業前１日あたり平均賃金×80％×（各月の休業
期間の日数−就労したまたは労働者の事情で休んだ日数）��
※�日額上限8,265円（時短営業で勤務時間が減少した場合な
ど、休業実績に応じて支給）

休業支援金・給付金
コールセンター
☎0120-221-276
午前８時30分～午後８時
（土曜・日曜、祝日は午
後５時15分まで）

新型コロナウイルス感染症
に係る国民健康保険及び後
期高齢者医療保険の傷病手
当金

国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者で、会社
などに勤務し給与を受け取っている人が、新型コロナウイ
ルス感染症に感染し、または感染を疑われたことが原因で、
会社などを休み給与収入が減少した場合に支給します。
支�給対象日…令和２年１月１日～令和４年６月30日の間で
休業４日目から勤務できない期間
支給額…平均日額×2/3×支給対象日数
※�社会保険等の方は勤務先または、加入している健康保険
組合に問合せ

国民健康保険、後期高
齢者医療制度加入者…
保険年金課
☎0288-21-5110

社会保険等加入者…
ご加入の健康保険組合

貸
付
金

緊急小口資金（生活福祉資
金特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収
入の減少があった世帯に対し、一時的な資金を貸付けします。
貸付額…20万円以内
※�措置期間１年以内、償還期限２年以内、貸付利子は無利子、
保証人不要
申請期限…令和４年３月末日まで

日光市社会福祉協議会
☎0288-25-3070

総合支援資金（生活福祉資
金特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により日
常生活の維持が困難となっている世帯に対し、資金を貸付
けします。
貸�付額…
　2人以上世帯…月20万円以内／単身世帯…月15万円以内
貸付期間…原則３カ月以内
※�据置期間１年以内、償還期限10年以内、貸付利子は無利
子、保証人不要
申請期限…令和４年３月末日まで
※延長貸付および再貸付は受付終了

日光市社会福祉協議会
☎0288-25-3070

そ
の
他

市税等の猶予

各種市税等（個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料）
※普通徴収のみ

税務課
☎0288-21-5103



-3-

事業者向け支援
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金
・
支
援
金
・
補
助
金

新型コロナウイルス感染
防止対策商店改修等事業
費補助金

新型コロナウイルス感染防止対策の店舗改修費、設備・備品
購入等費用を助成します。
補�助対象者…小売業や飲食業など市指定業種を営む者
補�助金額…補助対象費用の2/3（上限30万円、下限10万円）
対象期間…令和４年３月31日まで（期間内に完了する事業）
※�令和２年度の申請を含め、一事業者１回の申請に限ります
※�事前申請となります。お問い合わせください

商工課
☎0288-21-5136

＜栃木県＞
感染拡大防止営業時間短
縮協力金（第8弾）

栃木県の要請にご協力いただいた飲食店などに対して協力
金を支給します。
※�通常の営業時間が午後８時まで（昼間だけの営業など）の
飲食店は協力金申請対象となりません
対象期間…
　①令和４年１月27日（木）～ 2月20日（日）の全25日間
　②令和４年１月28日（金）～２月20日（日）の全24日間
　③令和４年１月29日（土）～２月20日（日）の全23日間
対象地域…栃木県内全域
支給対象額…

と
ち
ま
る
安
心
認
証
店

Ａ
パ
タ
ー
ン

・�営業時間を午前５時～
午後８時に短縮
・酒類の提供は自粛

3万～10万円／日
（個人事業主・中小企
業等）

Ｂ
パ
タ
ー
ン

・�営業時間を午前５時～
午後９時に短縮
・�酒類の提供は午後８時
まで

2.5万～7.5万円／日
（個人事業主・中小企
業等）

認
証
店
以
外

・�営業時間を午前５時～
午後８時に短縮
・酒類の提供は自粛

3万～10万円／日
（個人事業主・中小企
業等）

申請方法…郵送またはインターネット
受付期間…令和４年２月21日（月）～４月22日（金）　
　※インターネット受付は３月１日（火）から

栃木県営業時間短縮協
力金コールセンター
☎028-651-3707
午前９時～午後５時
（土曜・日曜、祝日含む）

＜国・厚生労働省＞
小学校休業等対応助成金

子どもが新型コロナウイルスに感染し、保護者として子ども
の世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金
全額支給）の休暇を取得させた事業主に対し支援します。
※�事業主の皆さまには、本趣旨をご理解の上、有給の休暇制
度を設けていただき、保護者が希望に応じて休暇を取得で
きる環境を整えていただけるようお願いします
対象となる子ども…
　①�新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド

ラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校（保育
所等を含む）に通う子ども

　②�新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休
む必要がある子ども

対象となる休暇…令和４年１月１日～３月31日の休暇
申請期限…令和４年５月31日まで（必着）

小学校休業等対応
助成金コールセンター
☎0120-60-3999
午前９時～午後９時
（土曜・日曜、祝日含む）



事業者向け支援（続き）
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金
・
支
援
金
・
補
助
金

＜国・経済産業省＞
事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける事業
者に対して、地域・業種を問わず、令和４年３月までの見通
しを立てられるよう、固定費負担の支援として、５カ月分の
売上高減少額を基準に算定した給付金を支給します。
給�付対象者…
　�新型コロナの影響で、令和３年11月～令和４年３月のい
ずれかの月の売上高が、平成30年11月～令和３年３月ま
での間の任意の同じ月の売上高と比較して、50％以上ま
たは30％～50％減少した事業者（中小法人・個人事業者
など）
　※�法人については、事業年度の年間法人事業収入により給

付額が異なります
給�付額…
　�売上高減少率▲50％以上…法人（上限最大250万円）、個
人事業者等（上限50万円）
　�売上高減少率▲30％～50％…法人（上限最大150万円）、
個人事業者等（上限30万円）
申請期限…令和４年５月31日まで
申請方法…オンライン申請（Gビズ ID取得不要）
　※�オンライン申請が困難な方に向け、申請サポート会場も

設置されます。詳細は右のコールセンターへ

中小企業庁
事業復活支援金コール
センター
☎0120-789-140
☎03-6834-7593
午前８時30分～午後７時
（土曜・日曜、祝日含む）

＜国・厚生労働省＞
雇用調整助成金
（特例措置）

「新型コロナウイルス感染症の影響」により事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るため
に、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施す
る場合に休業手当などの一部を助成します。

ハローワーク日光
☎0288-22-0353

貸
付
金

日光市中小企業振興資金

新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な業況悪化
から市内中小企業者等の経営安定を図るため、市制度融資の
「災害対策資金」を適用します。
融資限度額…1,000万円
融資利率…５年以内…1.0％
　　　　　７年以内…1.2%
※保証料は日光市が全額助成します
※セーフティネット保証４号の認定が必要です

［問合先］
商工課
☎0288-21-5136

［受付窓口］
市内金融機関

そ
の
他

市税の猶予
各種市税（個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税、入湯税）

税務課
☎0288-21-5103

【事業所（職場・学校等）の皆さまへ】
　栃木県では、事業所（職場・学校等）の担当者からの電話での相談を受け付けています。また、
県ホームページに「職場や学校等で新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合の対応」
および「チェックリスト」を掲載しています。詳しくは、県ホームページを確認の上、お問い
合わください。� 栃木県ホームページ▶︎

栃木県新型コロナウイルス生活相談センター　☎028-623-2826（平日午前９時～午後５時）
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その他関連情報

●新型コロナウイルス感染症患者発生時における任意による PCR検査
　新型コロナウイルス感染症患者が発生した市内事業所、学校、保育施設、高齢者施設などで、保健所が実施する行
政検査の対象とならない方を対象に PCR検査を実施します。
【検査内容】　唾液による PCR検査
【個人負担】　１人につき2,000円
【申し込み】　感染症患者が発生し、当検査を希望する施設等の代表者は、速やかに問合先に電話
【問 合 先】　日光市新型コロナウイルス対策センター対策係　☎0288-21-5154
【そ の 他】　検査の結果、陽性の疑い判定が出た場合、医療機関を受診すること
※感染拡大時には、検査キットが不足する場合があるため、事前にお問い合わせください

●５～11歳のお子様へのワクチン接種について
　５歳以上のお子様も新型コロナウイルスワクチンを受けられるようになります。接種券が届いたら説明書などをよ
く読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。
【対 象 者】　�５歳～11歳の方
　　　　　　※�特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有する方は接種をお勧めし

ています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください
【ワクチン】　�ファイザー社の５～11歳用のワクチン（子ども用のワクチン）を使用します。通常、３週間の間隔をあ

けて、合計２回接種します。
【接 種 券】　新６年生（令和４年度中に12歳になる方）あて…３月１日（火）発送予定
　　　　　　上記の年齢未満の５歳～10歳の方あて…３月14日（月）発送予定
【接種日程】　個別医療機関…３月７日（月）から／集団接種…３月12日（土）から

●新型コロナウイルス感染症　予防接種証明書（国内用および海外用）の発行手続きについて
■予防接種証明書（書面）発行手続き
　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（書面）の発行申請を市で受け付けています（郵送可）。
【申請書類】　
　　・予防接種証明書交付申請書
　　・申請者の本人確認書類のコピー（現住所が確認できるもの）
　　　※運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住証明書など
　　・旅券のコピー（海外用を希望の場合）
　　・接種事実の確認に必要な書類のコピー（接種済証、接種記録書）
　　・委任状（必要な場合のみ）
　　・返信用封筒（郵送申請の場合）
【申請費用】　無料
【申 請 先】　日光市新型コロナウイルス対策センター予防係
　　　　　　〒321-1261　栃木県日光市今市511-1　☎0288-25-7957

■予防接種証明書（電子版）交付手続き
�　令和３年12月20日から、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（国内用および海外用）の電子申請・交付が開
始となりました。
【申請・交付に必要なもの】
　　・マイナンバーカード
　　・マイナンバーカードの暗証番号（カード取得の際に設定した４桁の番号）
　　・スマートフォン（iOS13.7以上、AndroidOS8.0以上、マイナンバーが読み取れる端末）
　　・パスポート（海外用の場合）
　　・専用のアプリのダウンロード（右の２次元コード参照）� デジタル庁�接種証明書アプリページ▲
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●自宅療養者支援事業
■パルスオキシメーター貸出し事業
【対 象 者】　新型コロナウイルス感染症の陽性者で、保健所からの指示により市内で自宅療養を行っている方
【支援内容】　自宅療養者が属する１世帯あたり１台を貸与（貸与、返却は普通郵便により実施。費用は市負担）
■新型コロナウイルス感染症自宅療養者向け生活日用品提供事業
【対 象 者】　�日光市に住所を有する新型コロナウイルス感染症の陽性者で、保健所からの指示により市内で自宅療養

を行っている方
【支援内容】　新型コロナウイルス感染症における自宅療養者支援生活日用品等一覧表（要問合せ）に記載の日用品
　　　　　　※１世帯あたり5,000円以内で、原則１品目につき１セットまで（配送料を含まない）
■共通事項（申込先）　日光市新型コロナウイルス対策センター対策係　☎0288-21-5154

新型コロナウイルスに感染し自宅で療養をされる方へ

　自宅での療養に際し、ご留意いただきたい点や健康管理の方法については次のとおりです。療養期間中は、外
出せずに自宅で過ごしていただくことになりますので、ご協力をお願いします。
＜自宅療養中の注意事項＞
　１．療養期間中は外出しないでください。
　２．飲酒・喫煙はしないでください。
　３．�外からの訪問者は、家の中に入れないでください。どうしても必要な場合は、直接会わずに、インターホ

ンやドア越しにやりとりしてください。
　４．同居者は、基本的に濃厚接触者であり感染している可能性があります。不要不急の外出は控えてください。
　５．�今飲んでいるお薬がある方は、ご自身で服薬等の管理を行ってください。療養期間中における服薬につい

ては、処方した医療機関に、電話などでご相談ください。
＜感染拡大防止のために＞
●居住環境について…
　１．�自宅内で、患者との生活空間を分け、できれば患者本人専用の個室を用意してください。同居者と患者本

人との接触は最小限とし、食事や寝る時も別室にします。難しい場合は、同居内の全員がマスクを着用し、
十分な換気をしてください。

　　　※十分な換気…２方向の窓を数分間全開にします。なるべく１時間に２回以上行ってください
　２．タオル、衣類、食器などは通常の洗濯や洗浄で構いませんが、共用はしないでください。
●感染管理について…
　１．�トイレ・浴室・洗面所など、同居者との共用空間の消毒に必要な消毒薬（アルコール等）、布、手袋などの

衛生用品を準備してください。
　２．�トイレ・浴室・洗面所などを患者本人と同居者が共用する場合は、清掃と換気を十分に行ってください。

入浴の順番は、患者本人を最後にしてください。
●ゴ�ミ捨てについて…鼻水などがついたマスクやティッシュなどを捨てる場合、ゴミに直接触れずに、ゴミ袋の
口をしっかりしばって封をしてください。

●物�資の調達について…必要なものがある場合は、家族や親族などに届けてもらったり、ネット通販等を活用し
たりしてください。また、物資の受け渡しは「置き配」など、配達者と接触することがない方法で行ってく
ださい。

問合先　新型コロナウイルス生活相談窓口（日光市新型コロナウイルス対策センター対策係）�
　　　　☎0288-21-5154

濃厚接触者の待機期間について
　令和４年（2022年）１月28日（金）から、新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の自宅待機（健康観察）に
ついて、待機期間が感染者との最終接触日から７日間となっています。
（例）感染者との最終接触日が２月５日（土）の場合は、待機期間終了日は２月12日（土）となります。
※�ただし、10日間が経過するまでは、マスクの着用に加え、検温など自身による健康観察や、リスクの高い場
所の利用や会食などを避けるなどの感染対策をお願いします


